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Ⅱ．融資制度のご案内

　ガイドブックは、中央区の商工業振興施策を中心に、都・国・その他各種機関の事業等を紹介し、中
小企業の皆様に広く利用していただくため3年に1回で発行しております。
　中小企業の経営者や従業員及びこれから起業する方にも参考にしていただけるように編集しました。
　本書が、今後皆様方の事業発展に少しでもお役に立てれば幸いです。

令和３年９月

商工業振興事業ガイドブックのご利用にあたって

例：中央区HPへ
アクセスできます。
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中小企業の範囲と小規模事業者

　中小企業基本法では「中小企業（者）」の範囲及び「小規模企業（者）」の定義を、
以下のように規定しています。

１　中小企業の範囲

業　 種 資　本　金 従 業 員 数
製造業その他 ３億円以下　　または　300人以下
卸 売 業 １億円以下　　または　100人以下
サ ー ビ ス 業 ５千万円以下　または　100人以下
小 売 業 ５千万円以下　または　  50人以下

２　小規模企業者とは

製造業その他 商業・サービス業
従業員20人以下 従業員５人以下

　上記に掲げた中小企業の範囲は、個別の中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定
めた「原則」であり、各法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なるこ
とがあります。
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◆◆中央区中小企業の振興に関する基本条例◆◆
）的目（

第一条　この条例は、中央区（以下「区」という。）の産業において重要な地位を占める中小企業の振興についての
基本となる事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって区内産業の振興と調和の
とれた地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 　（定義）
第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一　中小企業者　中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項各号に掲げるものをいう。
二　中小企業団体　中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）第三条第一項に規定す
る中小企業団体及び商店街振興組合法（昭和三十七年法律第百四十一号）第二条第一項に規定する商店街振興
組合並びにこれらに準ずる団体で区長が特に認めるものをいう。

三　大企業者等　第一号に該当するもの以外の会社及び個人であって事業を営むもの並びに前号に規定するもの
以外の企業団体、経済団体等をいう。

一部改正〔平成一九年条例八号〕
　（基本方針）
第三条　中小企業の振興は、「活気にあふれた働きやすいまちづくり－いきいき産業文化都市の実現」を目標に、中
小企業者の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重しつつ、伝統的産業と新しい都市型産業との融和を図るととも
に、国その他の関係機関（以下「国等」という。）の協力を得ながら、情報の発信地としての区の地域特性に応じ
た施策を区民、企業及び区が一体となって推進することを基本とする。

　（基本的施策）
第四条　区は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本的施策として、中小企業の振興に努めるもの
とする。
一　中小企業の活性化及び近代化の促進
二　産業基盤の整備及び中小企業を担う人材の育成
三　中小企業の組織化の促進及び中小企業団体の育成
四　中小企業に関する情報の収集及び提供
五　中小企業従事者の福利厚生の充実
六　中小企業に対する融資及び助成制度の充実
七　前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興のため必要と認められる事項

　（区の責務）
第五条　区は、前条各号の基本的施策を実施するに当たっては、消費者の保護に配慮しつつ、次に掲げる措置を講
ずるものとする。
一　社会・経済情勢の変化に対応した適切な措置
二　特に小規模な中小企業者及びその従事者に対する必要な配慮
三　国等との協力による施策の推進並びに必要に応じた国等に対する施策の充実及び改善の要請

　（中小企業者等の責務）
第六条　中小企業者及び中小企業団体は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材の育成、従業員の
福利厚生の充実等のため自主的な努力を払うとともに、地域環境との調和並びに消費者の生活の安定及び安全確
保に十分配慮するものとする。

２　商店街において小売店等を営む者は、当該商店街の振興を図るため、商店会へ加入することにより、相互に協
力するように努めるものとする。

３　商店街において小売店等を営む者は、商店会が当該商店街の振興に資する事業を実施するときは、応分の負担
をすることにより当該事業に協力するように努めるものとする。

一部改正〔平成一九年条例八号〕
　（区民等の理解と協力）
第七条　区民及び区内の産業にかかわる者は、中小企業の振興が区民生活の向上と地域社会の活性化に寄与するこ
とを理解し、その健全な発展に協力するように努めるものとする。

　（大企業者等の理解と協力）
第八条　大企業者等は、区が中小企業と大企業の共存する地域であり、両者の共存共栄が地域社会の発展に不可欠
であることを理解し、中小企業の振興に協力するように努めるものとする。
　（委任）
第九条　この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
　　附　則
　この条例は、平成七年八月一日から施行する。
　　附　則〔平成一九年三月二二日条例第八号〕
　この条例は、平成一九年四月一日から施行する。

Ⅰ．経営の相談･診断

１．区の商工相談

➊ 商工相談

相談種目 実  施  日 時　　間 場　　所

商工相談
（金融、経営、経理、  

労務の相談）
月曜日～金曜日 午前９時から

午後５時まで

区役所７階商工観光課 
相談融資担当

☎ 03（3546）5330

Ｕ Ｒ Ｌ 〈中央区HP〉
 https://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/sigoto/ichiran.html
トップページ「商工業」→「仕事・産業の相談・面接会」→
「経営相談サービス一覧」

➋ 出張経営相談

Ⅰ．経営の相談･診断

　中小企業の方々のために、専門の相談員が商工相談を行っていますので、経営基盤を固め
る一助として、どうぞお気軽にご相談ください。相談はすべて無料です。
　ご相談には、事前に予約が必要です。担当まで電話をしてください。

2．他の機関の相談・指導・診断

➊ （公財）東京都中小企業振興公社

①ワンストップ総合相談窓口
本社（秋葉原庁舎）千代田区神田佐久間町1 － 9　☎03（3251）7881

　区役所の開庁時間に来庁することが困難な事業主の方に対して、専門の相談員が事業所等
へ伺って経営相談をお受けする出張経営相談を行っています。
　年度内３回（創業予定の場合は５回）まで無料で相談できます。

Ｕ Ｒ Ｌ 〈東京都中小企業振興公社HP〉
 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/soudan/index.html
トップページ「経営相談」→「ワンストップ総合相談」

問合せ先 中央区役所商工観光課相談融資担当　☎03（3546）5330

〈中央区HP〉
https://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/sigoto/kakujyuu.html
トップページ「商工業」→「仕事・産業の相談・面接会」→「出張経営相談」

Ｕ Ｒ Ｌ
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